
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

 

                    平成２３年１０月２５日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

 充電池内蔵ＬＥＤランプ 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 
通常、Ｅ２６口金より給電される点灯制御装置を内蔵した一般照明用のエル・イー・ディー・

ランプとして使用される。内部には充電池を内蔵しており、ランプ上のスイッチ操作（又はリ

モコンの操作）により停電時にも継続して点灯させることができる。また口金から取り外して

懐中電灯（携帯電灯）として使用可能である旨を謳う製品もある。 

 

○構造、仕様、意匠 
Ｅ２６口金から取り外して懐中電灯（携帯電灯）として使用するときには、ランプ根元部が

伸縮でき、持ち手となる構造のもの。 

内蔵する充電池は、リチウムイオンバッテリー、ニッケル水素バッテリーなどがある。通電

状態及びランプ上のスイッチ操作によって、次の表のような動作状態となる。 
 

表：スイッチ位置及び通電状態による動作状態の一例 
通電状態

スイッチ位置 
交流通電時 停電及び取外し時 

AC 点灯・充電 消灯 
OFF 消灯・充電 消灯 
DC 点灯・充電 点灯 

 

定格電圧１００－２４０Ｖ, 定格消費電力 ５Ｗ など 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 特定電気用品以外の電気用品中、光源及び光源応用機械器具の「充電式携帯電灯」で対象

とするのが妥当と考える。 

 

 

（理由） 
「充電式携帯電灯」としての使用を意図した製品であるため、「充電式携帯電灯」として取

り扱うことが妥当と考える。 

また懐中電灯（携帯電灯）として使用可能である旨を特に謳わない場合でも、「充電式携帯

電灯」として使用されることが想定されるため、「充電式携帯電灯」として取り扱うことが妥

当と考える。 

 

 


